
「自主自立」〇 自ら学習に取り組む生徒 〇 品位ある行動をする生徒 〇 進んで奉仕活動をする生徒 〇 心身をたくましく鍛える生徒 
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〒960-8013 福島県福島市南平５番地の８    

TEL 535-4240・3877  FAX 536-7497 

・欠席、遅刻は前日または当日の

７：５５までに「リーバー」か電
話で保護者が連絡してください。 

・８：０５を過ぎたら、教室に行く

前に職員室に立ち寄り、遅刻届に
氏名や遅刻の理由を記入します。 

【留守番電話対応時間】 

19：15～翌朝７：３０ 
（水曜日 17：15～翌朝 7：30） 

(10 月・2 月・３月･･･18:30～翌朝 7:30) 

（11 月・12 月・1 月･･･18:00～翌朝 7:30) 

・悩んだり、困ったりしたときは一人で

抱え込まず、周りの大人に相談するよ
うします。 
・保健室での休養は原則１時間としま

す。休養しても具合がよくならない場
合は保護者の方に連絡しますので、お
迎えをお願いします。 

・体調が悪い時は、無理して登校せず、
家で休養してください。 

困ったときは抱え込まず相談 

・昇降口の開錠は７：３０です。 

・自転車による通学は許可制です。必
ずヘルメットを着用します。 
・登下校時間帯に坂道を車で走行する

のは危険ですのでお控えください。
（体調不良や怪我による送迎を除き
ます。） 

・事前に迎えの時間や待ち合わせ場所
を確認するようお願いします。 

登校 ７：３０～８：００ 

適切な判断を 

・外出の際は、家の人に“行き先”
“誰と”“帰宅時刻”を告げて出か

けるよう指導しています。 
・生徒同士での外泊や友達の家への外
泊をしないよう指導しています。 

・携帯電話やＳＮＳの使用は、家庭の
ルールをきめて使用させましょう。 

・生徒だけでの、ゲームセンターやカラオケボ

ックスの利用は条例で禁止されています。 

教育目標 

 学校諸経費 
全員に一人一台 iPadを貸与します 

・卒業時に学校へ返却しますので、丁

寧に扱ってください。 
・使い方は、市のガイドライン、学校
の使い方に従います。 

・２０時から翌朝７時まではインター
ネットには接続できません。 

・破損した際は、速やかに担任もしく

はＩＣＴ担当に報告してください。
紛失した場合には、遺失物届の提出
が必要です。 

■ 制服・ボタン 

 うすい MAX 店    573-8403 

 スクールショップPlazaA   563-3939 

■ 運動着・上履き  

 オノヤスポーツ    573-8607 

■ 通学カバン  

 スクールショップPlazaA   563-3939 

学校からのおしらせ 
◆以下は「リーバー」でお知らせします。 

○校長室通信 ○学年だより 
○献立表   ○生徒指導だより 
○臨時休業や時程等の変更 

○ＰＴＡからの連絡・お知らせ 
○集金の口座振替のお知らせ 
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緊急連絡について 

夜間及び休日（土日含む）に生命に関わる緊

急な事故等が発生した場合は、警察署や消防

署等への通報を優先し、家庭から学校へは翌

日（あるいは直近の平日）にご連絡願います。 

 

通常時程  短縮時程 

8:05～ 8：20 朝の活動 8:05～ 8：20 

8:30～ 9：20 １校時 8:30～ 9：15 

9:30～10：20 ２校時 9:25～10：10 

10:35～11：25 ３校時 10:25～11：10 

11:35～12：25 ４校時 11:20～12：05 

12:25～13：55 給食 12:05～12：35 

12:55～13：30 昼休み 12:35～13：10 

13:40～14：30 ５校時 13:20～14：05 

14:40～15：30 ６校時 14:15～15：00 

15:35～15：45 清掃 15:05～15：15 

15:50～16：00 帰りの会 15:20～15：30 

 

◆引落不能になった場合の納入はでき

るだけ口座振込でお願いします。 
福島信用金庫本店（普）０４２５９２３ 
福島市立福島第四中学校 校長 渡部正晴 

※５時間授業の時は、５校時終了後、清掃・帰りの会

となります。清掃のない日は１５分早まります。 

◆「児童虐待の防止等に関する法律」
により、学校は虐待が疑われる段階
で通告する必要があります。 

関係機関との連携

◆「ＳＮＳ」や携帯電話によるトラブ

ルやいじめに関して、内容によって
は警察や関係機関と協力、連携等を
図りながら対応します。 

◆情報機器を使用する際は、「家庭の
ルール」を決めてください。 

欠席・遅刻／電話対応 

 
不審者・事故等は、すぐ 110番 

 部活動終了時刻 

 活動終了時刻 完全下校時刻 

４月､８月､９月 １８：００ １８：１５ 

５月～７月 １８：３０ １８：４５ 

１０月､２月､３月 １７：３０ １７：４５ 

１１月 １７：１５ １７：３０ 

１２月～１月 １７：００ １７：１５ 

 

・部活動は生徒の自主的・自発的な活動です。 

・部活動推進計画に沿って実施します。 

・平日の活動時間は２時間程度ですが、下記の時刻

よりも早く活動を終了することもあります。詳細

は顧問からご連絡します。 

・水曜日は部活動休養日で一斉下校です。 

タブレットＰＣ

定期テスト・通知表 

教育相談・  

 
虐待は通告します

■定期テスト①(５教科)   6月 5日 
■定期テスト②(全教科)  9月 8・9日 
■定期テスト③(５教科)  11月 20日 
■定期テスト④(全教科 3年)  1月 20・21日 
■定期テスト④(全教科 1・2年) 2月５・６日 

・2週間ほど前に、テストの範囲がでます。 

・５教科テストは 3日前、全教科テストは

５日前から部活動休止です。 

・上記テストの他に、学年で実力テストや

教科によって単元テストを行います。 

 
通知表は、前期（10 月７日）と後期（３年：３月１

２日、１・２年:３月 23 日）の 2 回配付します。 

・毎年４月に、年間を通じて継続できる部活

動を選択してください。 

・中体連大会へは、学校の部活動もしくは中

体連に登録している地域クラブのみが出場

できます。クラブから出場する際には、所

属しているクラブが中体連大会に出場でき

るか確認してください。 

・地域スポーツクラブや文化活動等に所属

し、その活動を優先する生徒は、本校の部

活動に入部しなくてもかまいません。（別

紙「部活動加入確認用紙」参照） 

お悩みはお気軽に学校にご相談ください 

サポート（主なもの） 

・24時間子供 SOS ﾀﾞｲﾔﾙ 0120-0-78310 

・福島市総合教育センター 536-6500 

・福島いのちの電話    536-4343 

・チャイルドライン    0120-99-777 

けがをして病院に行ったら…

◆登校から下校までの時間帯のけがは「日

本スポーツ振興センター」の対象となり

ます。(医療保険 1/10見舞金給付) 

◆学校管理下外のけが等の補償については

「福島県ＰＴＡ安全互助会」が適用とな

ります。（ＰＴＡ会員のみ） 

※通院 7日以上 

※コールセンター⇒0120-693-261 

※ＰＴＡ番号⇒2050 

◆けが等で病院を受診された際には、担任

または、養護教諭にご連絡ください。 

◆各月口座振替日は以下のとおりで
す。 

５月２６日(月) １０月２７日(月) 
６月２６日(木) １１月２６日(水) 
７月２８日(月) １２月２６日(金) 

８月２６日(火)  １月２６日(月) 
９月１０日(火)  ２月１０日(月) 

◆未納対応事務の軽減にご協力ください。 

◆部活動でＴシャツやウィンドブレー
カー等をそろえる際には、別途、部
活動顧問よりお知らせがあります。 

・スクールカウンセラー（ＳＣ）との相談を希望され

る際は、学級担任または教頭までご連絡ください。

（毎週木曜） 

・学習支援室（ＳＳＲ）もあります。学習の不安や人

間関係で教室に行きづらいなどある場合はご相談く

ださい。 
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